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国民年金保険料は納付期限ま
でに納めましょう

　平成３０年４月分から平成３１年３月分まで国民年

金保険料は、月額１６，３４０円です。保険料は、日

本年金機構から送付される納付書により、金融機

関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができ

ます。また、クレジットカードによる納付やインターネッ

トなどを利用しての納付、そして便利でお得な口座

振替もあります。

都合により医師や診療内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

町立医療施設の敷地内は全面禁煙です。ご理解とご協力をお願いします。

医　　師

内科
（夜間診察）

外科・整形外科
（午前）

内科（午前）

垣田秀治

金下峻也

平野愛子

垣田秀治垣田秀治 佐川友哉

横井大祐田中武兵

細見泰生林　靖彦

前田武昌 前田武昌吉村了勇 担当医 担当医

小原将人小藤和孝

松岡太朗 全　有耳田浦喜裕一瀬栄佑
第２・第４土曜日

中川憲夫

石川雅裕
（9：00－正午）

皮膚科
大狩慶治・第1木曜
貫野　 賢・第３木曜
（15：00－16：30）

肛門科＝外科担当医

（13：00－15：30）

石川雅裕
（13：30－15：30）

佐藤秀一郎 佐藤秀一郎

堀　友亮 田中武兵 和田　誠 鬼界雅一 井上弘之
（10:00-正午）

庄林　智
（外科）

庄林　智
（外科）

乾　堅太郎
（整形外科）
（9:30-正午）

担当医
第2・第3・第4木曜日

（17：30-終了時）

歯科 担当医三浦博人 三浦博人
濱岡秀樹

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

内科１診（一般外来）
（午前）

内科２診（予約診察）
（午前）＊月曜日は一般外来

内科予約診察
（13：00-15：30）

外科

整形外科

小児科

小児科予防接種
＊予約制

（木曜日午後・土曜日午前）

皮膚科　第１・３木曜日

肛門科　第３月曜日

精神神経科（物忘れ外来）
（第２火曜日午後、
第２土曜日午前）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日午前中

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

前田　武昌
（外科）

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分

　　(受付順番表は午前７時から記入できます）

○診察時間は、午前９時～

　　(金曜日の内科は午前１０時から。整形外科は午前９時３０分から診察です）

○第２・第３・第４木曜日の夜間診察（内科）の受付時間：午後３時～６時３０分

○診察時間：午前９時～正午／午後１時～４時３０分（土曜日は午前１０時～）

○予約での診察になりますので、事前に電話連絡をお願いします。

　　（急患の場合も含む）

○診察日は、毎週火曜日と木曜日の午後です。

○受付時間：午後１時～３時３０分　　○診察時間：午後１時３０分～４時

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分　

　　（自動再来受付機は午前７時から利用できます。土曜日も同様です）

○診察時間：午前９時～受付時間で受け付けた方々の終了時　

　　（午後の内科予約診察、皮膚科、肛門科、第２火曜日の精神神経科を除きます）

○内科予約診察は、平日の午前と午後の２部制です。原則として診察時に次回予約となりますの

　で、診察室で医師にご相談ください。

○皮膚科受付時間は、第１・第３木曜日　午後１時～３時３０分（受付機を通してください）

○精神神経科（物忘れ外来）受付時間：第２火曜日の午後１時～２時３０分（受付機を通してください）

○小児科予防接種受付時間＝木曜日（午後１時～３時）、土曜日（午前１０時～１１時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊要事前予約

○急患の場合、必ず事前の連絡をお願いします。

田中武兵
担当医

第２・第４土曜日

垣田秀治

林  靖彦 田中武兵

小西　亮

中川憲夫
（10：00－11：00）

星野　温

院長：垣田秀治電話８６－０２２０
電話８６－０５８６ 所長：佐藤秀一郎

所長：庄林　智電話８４－１１１２

全　有耳
（13:00-15:00）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

　京都府では、府内の母子家庭の福祉を増進するた

め、養育や教育経費について、奨学金を支給していま

す。

◆対象児童と支給額（１人あたり年額）

　乳幼児１１，０００円／小学生２１，５００円

　中学生４３，０００円／高校生６４，０００円

◆申込方法

　母子家庭奨学金等支給申請書に必要事項を記入

・押印し、保健福祉課または地域保健福祉室まで提

出してください。

＊ひとり親家庭福祉推進員または民生児童委員の証

明が必要です。

＊高校生は、学校長の在学証明が必要です。

◆申込期限

　１年間分の支給は申請期限が５月３１日（木）です。

　６月１日以降の申請は、申請月の翌月から月割り支

給となります。

◆その他

　京都府奨学のための給付金が支給される方の母子

家庭奨学金は、給付金との差額が支給されます。

【問い合わせ・申請書提出先】

　保健福祉課　電話８６－１８００

　丹波地域保健福祉室　電話８２－１８００

　和知地域保健福祉室　電話８４－００４９

平成３０年度母子家庭奨学金
支給事業について

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡

といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金

や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付する

ことが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予

となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳

未満）」がありますので、住民登録をしている市（区）

役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きをし

てください。申請書は窓口に備え付けてあります。

　平成３０年度分（平成３０年７月分から平成３１年

６月分まで）の免除などの受付は平成３０年７月１日

から開始されます。

　また、申請時点の２年１カ月前の月分までさかの

ぼって申請することができます。

　失業などにより保険料を納付することが経済的に

困難になったものの、申請を忘れていた期間がある

方は、市（区）役所・町村役場の国民年金窓口また

は年金事務所へご相談ください。

【問】日本年金機構　京都西年金事務所

　　　電話０７５－３１５－１８２９

国民年金保険料免除などの
申請について

　京都府農地中間管理機構では、農地の借受を希

望される方を募集しています。平成２９年度からはい

つでも応募いただけるようになり、一度応募いただくと

辞退されるまで借受希望者としての登録が継続する

こととなりました。また、これまで１０年以上の借受期

間を原則としていましたが、地域の事情に応じて５年

以上の借受期間も可能としました。農地中間管理事

業を利用した借受を希望される方のご応募をお待ち

しています。

【問】公益社団法人　京都府農業総合支援センター

　　　（京都府農地中間管理機構）

　　　電話０７５-４１７-６８６８

農地中間管理事業が使いやすく
なりました！

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限

までに納めていただけない方に対して、電話、文書、

訪問により早期に納めていただくよう案内を行ってい

ます。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによ

って督促を行い、指定された期限までに納付が無い

場合は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義

務のある方の財産を差し押さえることがありますので、

早めの納付をお願いします。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、

保険料が免除・猶予される制度がありますので、

市（区）役所・町村役場の国民年金窓口へ相談する

ようお願いします。

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する

義務を負う配偶者および世帯主です。

【問】 日本年金機構　京都西年金事務所

　　　　電話０７５－３１５－１８２９

電話８４－１１５４　所長：三浦博人【国保京丹波町病院和知歯科診療所】

三浦博人
平塚藍理

三浦博人 三浦博人

（一般外来）










